
資料３

御助言をいただきたい点

１．農林水産省は、食品の販売事業者として輸入米

を販売する際に、カビおよびカビ毒に関し食品衛生

上問題ないことを確認した上で販売したいと考えて

いる。

２．それを担保するため、販売前のカビの有無のチ

ェックに加え、一定のロットごとにカビ毒のチェッ

クも行うことを検討したい。

３．ついては、委員の皆様に

○ロットの決め方

○サンプルの採取方法

○カビ毒の分析の範囲

等について、御助言をいただきたい。



輸　出

●　生 産 者

●　精米工場
　　（全国１万社）

●　サプライヤー
    （輸出業者）

●　サプライヤー
　  （日本向け：約１０社）

※　１００ｋｇ麻袋、バラ形態で流通。

Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社

Ａ工場 Ｂ工場 Ｃ工場

※　生産者
　　籾で搬入

●　保管倉庫

●　実需者

※　販売前に、全ての袋を解袋し米穀を取り出し、
　　カビの有無を確認。
　　・　カビがあれば、その袋全体の米穀を廃棄
　　・　カビが無いものは、新袋に詰め替えて販売

・・・

・・・

Ｈ　社

輸　入

Ｊ倉庫 Ｋ倉庫 Ｌ倉庫 Ｍ倉庫 Ｎ倉庫

仲買人
（２００社）

輸　入　米　穀　の　流　れ　　（　例：タイ産米　）

※　調整、袋詰め。
　　日本向けは、３０kg樹脂袋又は１ｔフレコンに袋詰め。

解袋 解袋

※　袋詰め

注　：　これまでは、輸入港湾、保管倉庫又は実需者の段階でカビが発見されています。
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この時点でカビ毒についても食品衛生上
問題が無いことを確認してから販売したい

・・・

●　輸入商社
　　（契約者）

Ｉ　商社




